
川崎駅東口周辺道路適正利用推進協議会設置要綱 
 
（目的及び設置） 
第１条 道路の適正利用を推進するため、関係機関及び関係団体が連携し効果

的な対応を図ることを目的として、川崎駅東口周辺道路適正利用推進協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。 
（所掌事務） 
第２条 協議会は、道路の適正利用を推進するために必要な対策を審議する。 
２ 審議の対象となる地域は、川崎駅東口周辺とし、別紙１で示す範囲を重点

地域として優先に審議するものとする。 
（組織等） 
第３条 協議会は、議長及び別表１に掲げる職にある者をもって構成する。た

だし、商店会及び町内会の区分に係る職にある者で、２以上の職を兼ねてい

る者があるときは、その者が務めるいずれか１の職を除き、職の属する団体

から代わる者を充てることができる。 
２ 議長は、建設緑政局道路河川管理部長をもって充てる。 
（議長） 
第４条 議長は、会務を総理する。 
２ 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指定する者がその職務を代理す

る。 
（会議） 
第５条 協議会は、必要に応じ議長が召集する。 
（庶務） 
第６条 協議会の庶務は、建設緑政局道路河川管理部路政課において処理する。 
（委任） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は議

長が定める。 
 
附 則 

この要綱は、平成２６年１月８日から施行する。 
附 則 

この要綱は、平成２７年７月２２日から施行する。（第 3 条別表１の変更） 
附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。（第 3 条別表１の変更） 
附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。（第 3 条別表１の変更） 
附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。（第 3 条別表１の変更） 



別表１（第３条関係） 
番号 区分 職   名 

１ 

商 
 

店 
 

会 

川崎駅広域商店街連合会長 

２ チネチッタ通り商店街振興組合理事長 

３ 川崎銀座商業協同組合理事長 

４ 川崎駅前大通り灯親会長 

５ 川崎駅前大通商業協同組合理事長 

６ 川崎銀柳街商業協同組合理事長 

７ たちばな通商店街振興組合理事長 

８ 川崎駅前仲見世通商店街振興組合理事長 

９ 川崎砂子会協同組合理事長 

10 川崎平和通商店街振興組合理事長 

11 かわさきタウンマネージメント機関会長 

12 町
内
会 

砂子２丁目町内会長 

13 駅前本町町内会長 

14 
警
察 

川崎警察署 生活安全課次長 

15 川崎警察署 交通課長 

16 

川 

崎 

市 

建設緑政局道路河川管理部長 

17 経済労働局観光・地域活力推進部担当課長〔商業・サービス業振興〕 

18 市民文化局市民生活部地域安全推進課長 

19 建設緑政局自転車利活用推進室担当課長〔放置対策〕 

20 川崎区役所担当課長（危機管理担当） 

21 川崎区役所道路公園センター担当課長〔管理〕 

22 建設緑政局道路河川管理部路政課長 

 


